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議案第１号 

 

令和４年度鹿嶋市一般会計予算 

 

 令和４年度鹿嶋市一般会計の予算は，次に定めるところによる｡ 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２３,９８０,０００千円と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による｡ 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債) 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還

の方法は，「第３表 地方債」による｡ 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２,０００,０００千円と定める｡ 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のと

おりと定める。 

（１）各項に計上した給料，職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用 

 
    

令和４年２月２４日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 市 税 10,876,051

 1 市 民 税 4,075,656

 2 固 定 資 産 税 5,885,882

 3 軽 自 動 車 税 208,193

 4 市 た ば こ 税 706,320

 2 地 方 譲 与 税 305,040

 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 65,000

 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 180,000

 3 森 林 環 境 譲 与 税 8,040

 4 特 別 と ん 譲 与 税 52,000

 3 利 子 割 交 付 金 7,000

 1 利 子 割 交 付 金 7,000

 4 配 当 割 交 付 金 35,000

 1 配 当 割 交 付 金 35,000

 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 30,000

 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 30,000

 6 法 人 事 業 税 交 付 金 130,000

 1 法 人 事 業 税 交 付 金 130,000

 7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,557,000

 1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,557,000

 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 12,000

 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 12,000



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 9 環 境 性 能 割 交 付 金 24,500

 1 環 境 性 能 割 交 付 金 24,500

10 地 方 特 例 交 付 金 62,000

 1 地 方 特 例 交 付 金 62,000

11 地 方 交 付 税 1,430,346

 1 地 方 交 付 税 1,430,346

12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 7,550

 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 7,550

13 分 担 金 及 び 負 担 金 171,509

 1 負 担 金 171,509

14 使 用 料 及 び 手 数 料 191,191

 1 使 用 料 128,198

 2 手 数 料 62,993

15 国 庫 支 出 金 4,361,298

 1 国 庫 負 担 金 3,466,279

 2 国 庫 補 助 金 875,603

 3 委 託 金 19,416

16 県 支 出 金 1,938,105

 1 県 負 担 金 1,316,965

 2 県 補 助 金 434,848

 3 委 託 金 186,292

17 財 産 収 入 18,840
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（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 財 産 運 用 収 入 15,360

 2 財 産 売 払 収 入 3,480

18 寄 附 金 126,000

 1 寄 附 金 126,000

19 繰 入 金 418,729

 1 特 別 会 計 繰 入 金 2

 2 基 金 繰 入 金 418,727

20 繰 越 金 150,000

 1 繰 越 金 150,000

21 諸 収 入 577,841

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 20,000

 2 市 預 金 利 子 30

 3 貸 付 金 元 利 収 入 28,772

 4 雑 入 529,039

22 市 債 1,550,000

 1 市 債 1,550,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 23,980,000



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 議 会 費 196,533

 1 議 会 費 196,533

 2 総 務 費 2,450,849

 1 総 務 管 理 費 1,829,960

 2 徴 税 費 322,890

 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 129,300

 4 選 挙 費 107,144

 5 統 計 調 査 費 59,396

 6 監 査 委 員 費 2,159

 3 民 生 費 10,412,902

 1 社 会 福 祉 費 4,498,569

 2 児 童 福 祉 費 4,633,403

 3 生 活 保 護 費 1,280,930

 4 衛 生 費 2,552,036

 1 保 健 衛 生 費 986,190

 2 清 掃 費 1,565,846

 5 労 働 費 695

 1 労 働 諸 費 695

 6 農 林 水 産 業 費 310,657

 1 農 業 費 297,337

 2 林 業 費 5,589

 3 水 産 業 費 7,731
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（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 7 商 工 費 188,071

 1 商 工 費 188,071

 8 土 木 費 1,920,848

 1 土 木 管 理 費 52,226

 2 道 路 橋 り ょ う 費 1,127,894

 3 都 市 計 画 費 223,331

 4 下 水 道 費 417,306

 5 住 宅 費 100,091

 9 消 防 費 1,074,371

 1 消 防 費 1,074,371

10 教 育 費 2,948,845

 1 教 育 総 務 費 465,490

 2 小 学 校 費 414,368

 3 中 学 校 費 192,461

 4 幼 稚 園 費 213,355

 5 社 会 教 育 費 801,549

 6 保 健 体 育 費 861,622

11 災 害 復 旧 費 4,000

 1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 4,000

12 公 債 費 1,814,076

 1 公 債 費 1,814,076

13 諸 支 出 金 56,117



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 基 金 費 56,117

14 予 備 費 50,000

 1 予 備 費 50,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 23,980,000
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第２表　債務負担行為

(単位：千円)

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　　度　　　　額

鹿島地方事務組合分担金（ごみ中継施設整備事業
分）

令和5年度 68,868

基盤整備関連経営体育成等促進計画作成委託料 令和5年度 1,859



第３表　地方債
（単位：千円）

起　債　の　目　的　　 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

市庁舎等整備事業 34,700

ごみ処理施設大規模改修事業 12,200

し尿処理施設大規模改修事業 31,500

道路整備事業 220,600

道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 129,900

公営住宅建設事業 20,000

都市再生整備計画事業 379,300

暮らし・にぎわい再生事業 73,300

消防施設整備事業 5,800

小学校施設整備事業 8,700

中学校施設整備事業 7,900

幼稚園施設整備事業 1,600

社会教育施設等整備事業 64,000

高松緑地温水プール整備事業 5,400

カシマスポーツセンター整備事業 80,100

臨時財政対策債 475,000

計 1,550,000

　 普通貸借
 　　又は
 　証券発行
（他の地方公共
団体との共同発
行を含む）

        3.0％以内

　ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて，利率の見直しを
行った後においては，当
該見直し後の利率

　政府資金については，その融資条
件により，銀行その他の場合には，
その債権者と協定するものによる。
ただし，市財政の都合により据置期
間及び償還期限を短縮し，又は繰上
償還若しくは低利に借換えすること
ができる。
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鹿 嶋 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

令 和 ４ 年 度
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議案第２号 

 

令和４年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算 

 

 令和４年度鹿嶋市国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６,８１３,７６２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００,０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のと

おりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

   令和４年２月２４日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 国 民 健 康 保 険 税 1,290,803

 1 国 民 健 康 保 険 税 1,290,803

 2 一 部 負 担 金 2

 1 一 部 負 担 金 2

 3 使 用 料 及 び 手 数 料 100

 1 手 数 料 100

 4 国 庫 支 出 金 384

 1 国 庫 補 助 金 384

 5 県 支 出 金 4,926,671

 1 県 負 担 金 4,926,671

 6 財 産 収 入 400

 1 財 産 運 用 収 入 400

 7 繰 入 金 546,000

 1 他 会 計 繰 入 金 446,000

 2 基 金 繰 入 金 100,000

 8 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 9 諸 収 入 49,401

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 35,003

 2 預 金 利 子 1

 3 受 託 事 業 収 入 1

 4 雑 入 14,396

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 6,813,762



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 総 務 費 47,771

 1 総 務 管 理 費 36,088

 2 徴 税 費 11,374

 3 運 営 協 議 会 費 309

 2 保 険 給 付 費 4,878,910

 1 療 養 諸 費 4,184,811

 2 高 額 療 養 諸 費 662,799

 3 移 送 費 200

 4 出 産 育 児 諸 費 23,100

 5 葬 祭 諸 費 7,000

 6 傷 病 手 当 金 （ 新 型 コ ロ ナ 関 係 ） 1,000

 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 1,790,035

 1 医 療 給 付 費 分 1,157,110

 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 472,300

 3 介 護 納 付 金 分 160,625

 4 共 同 事 業 拠 出 金 2

 1 共 同 事 業 拠 出 金 2

 5 保 健 事 業 費 70,696

 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 62,491

 2 保 健 事 業 費 8,205

 6 積 立 金 400

 1 基 金 積 立 金 400
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（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 7 諸 支 出 金 15,948

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 15,948

 8 予 備 費 10,000

 1 予 備 費 10,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 6,813,762



令 和 ４ 年 度

鹿 嶋市後期 高齢者医 療 特別 会 計 予算
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議案第３号 

 

令和４年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和４年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ８３３，８３５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

   令和４年２月２４日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 655,758

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 655,758

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 1

 1 手 数 料 1

 3 繰 入 金 175,826

 1 一 般 会 計 繰 入 金 175,826

 4 繰 越 金 500

 1 繰 越 金 500

 5 諸 収 入 1,750

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 200

 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,550

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 833,835

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 832,284

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 832,284

 2 諸 支 出 金 1,551

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,550

 2 繰 出 金 1

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 833,835



鹿 嶋 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令 和 ４ 年 度
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議案第４号 

 

   令和４年度鹿嶋市介護保険特別会計予算 

 

 令和４年度鹿嶋市介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４,６２０，７８７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５０,０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次の 

 とおりと定める。 

 （１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

   令和４年２月２４日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一      



- 18 -

第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 保 険 料 1,185,774

 1 介 護 保 険 料 1,185,774

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 2

 1 手 数 料 2

 3 国 庫 支 出 金 902,963

 1 国 庫 負 担 金 754,133

 2 国 庫 補 助 金 148,830

 4 支 払 基 金 交 付 金 1,184,556

 1 支 払 基 金 交 付 金 1,184,556

 5 県 支 出 金 653,997

 1 県 負 担 金 613,941

 2 県 補 助 金 40,056

 6 財 産 収 入 170

 1 財 産 運 用 収 入 170

 7 繰 入 金 693,117

 1 一 般 会 計 繰 入 金 693,116

 2 基 金 繰 入 金 1

 8 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 9 諸 収 入 207

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 202

 2 預 金 利 子 1



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 3 雑 入 4

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 4,620,787

- 19 -
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（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 総 務 費 47,676

 1 総 務 管 理 費 6,286

 2 徴 収 費 4,865

 3 介 護 認 定 審 査 会 費 35,694

 4 趣 旨 普 及 費 831

 2 保 険 給 付 費 4,234,476

 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 3,782,388

 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 140,160

 3 そ の 他 諸 費 3,492

 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 94,056

 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 10,788

 6 特 別 給 付 費 25,020

 7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 178,572

 3 地 域 支 援 事 業 費 270,426

 1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 177,786

 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 92,640

 4 保 健 福 祉 事 業 費 2,000

 1 保 健 福 祉 事 業 費 2,000

 5 積 立 金 61,997

 1 基 金 積 立 金 61,997

 6 諸 支 出 金 1,212

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,211



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 2 繰 出 金 1

 7 予 備 費 3,000

 1 予 備 費 3,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 4,620,787
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令 和 ４ 年 度

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部

土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算
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議案第５号 

 

令和４年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計予算 

 

  令和４年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ８７,０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。  

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００,０００千円と定める｡ 

 

 

   令和４年２月２４日提出 

                                          鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 80,492

 1 負 担 金 80,492

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 2

 1 手 数 料 2

 3 財 産 収 入 375

 1 財 産 運 用 収 入 375

 4 繰 入 金 5,131

 1 他 会 計 繰 入 金 5,131

 5 繰 越 金 1,000

 1 繰 越 金 1,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 87,000



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 都 市 計 画 費 85,458

 1 土 地 区 画 整 理 費 85,458

 2 公 債 費 167

 1 公 債 費 167

 3 諸 支 出 金 375

 1 基 金 費 375

 4 予 備 費 1,000

 1 予 備 費 1,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 87,000
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令 和 ４ 年 度

鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 特 別 会 計 予 算
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議案第６号 

 

令和４年度鹿嶋市農業集落排水特別会計予算 

 

 令和４年度鹿嶋市農業集落排水特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ７８，６９５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。  

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，３０,０００千円と定める。 

 

 

      令和４年２月２４日提出 

                                                     鹿嶋市長  錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 252

 1 負 担 金 252

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 19,906

 1 使 用 料 19,906

 3 県 支 出 金 700

 1 県 補 助 金 700

 4 繰 入 金 53,080

 1 他 会 計 繰 入 金 53,080

 5 繰 越 金 4,736

 1 繰 越 金 4,736

 6 諸 収 入 21

 1 雑 入 21

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 78,695



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 農 業 集 落 排 水 費 43,717

 1 総 務 管 理 費 43,717

 2 公 債 費 33,978

 1 公 債 費 33,978

 3 予 備 費 1,000

 1 予 備 費 1,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 78,695
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鹿 嶋 市 墓 地 特 別 会 計 予 算

令 和 ４ 年 度
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議案第７号 

 

令和４年度鹿嶋市墓地特別会計予算 

 

 令和４年度鹿嶋市墓地特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

  (歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１３，６１０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１０,０００千円と定める。 

 

 

令和４年２月２４日提出 

                                       鹿嶋市長  錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 6,960

 1 使 用 料 6,958

 2 手 数 料 2

 2 繰 越 金 6,650

 1 繰 越 金 6,650

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 13,610

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 墓 園 費 13,410

 1 墓 園 費 13,410

 2 予 備 費 200

 1 予 備 費 200

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 13,610



鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算

令 和 ４ 年 度
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議案第８号 

 

令和４年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算 

 

 令和４年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計の予算は，次に定めるところによる｡ 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ２４９,０００千円と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による｡ 

 

 

   令和４年２月２４日提出 

                                          鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 繰 替 金 収 入 249,000

 1 繰 替 金 収 入 249,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 249,000

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 集 合 支 払 費 249,000

 1 集 合 支 払 費 249,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 249,000



令 和 ４ 年 度

鹿 嶋 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算





議案第９号

　（総則）

第１条　　令和４年度鹿嶋市下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。　

 (１) １５,２００ 戸
 (２) ４,６３０,０００ ｍ3

 (３) １２,６８５ ｍ3

 (４)主要な建設改良事業

　下水道建設費（社総交） ９８,２２６ 千円

　下水道建設費（防災・安全） ２４０,１５１ 千円

　下水道建設費（単独）　 ９１,０００ 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

 収　入　第１款　　下 水 道 事 業 収 益 １,４３３,５１９ 千円

７２０,１６１ 千円

７１３,３５８ 千円

 支　出　第１款　　下 水 道 事 業 費 用 １,３９９,３９８ 千円

１,２８０,９３８ 千円

１１３,３６０ 千円

１００ 千円

５,０００ 千円

   第２項　　営 業 外 収 益

   第４項　　予　　備　　費

   第１項　　営　業　収　益

　　　令和４年度鹿嶋市下水道事業会計予算

   第３項　　特　別　損　失

   第２項　　営 業 外 費 用

水 洗 化 戸 数

年 間 総 処 理 水 量

一日平均処理水量

   第１項　　営　業　費　用
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　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４８５，５３３

  千円は，消費税及び地方消費税資本的収支調整額，当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金にて補てんする。）。

 収　入　第１款　　資 本 的 収 入 千円

       第１項 千円

       第２項 千円

       第３項 千円

       第４項 千円

 支　出　第１款　　資 本 的 支 出 千円

　 　        第１項 千円

千円

千円

　（債務負担行為） 　

第５条　債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。　

（単位：千円）

　（企業債） 　

第６条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。　

（単位：千円）
限度額

５００,３５２

２８１,７００

１６３,５７８

１６,９２８

９８５,８８５

281,700

企 業 債

建 設 改 良 費

国 庫 補 助 金

負担金及び分担金

起債の方法

企 業 債 償 還 金

事　　　　　　項 期　　　　間

　下水道資本費平準化債

229,500

52,200

計

起債の目的

　政府資金については，その融資条件によ
り，銀行その他の場合には，その債権者と
協定するものによる。ただし，企業財政そ
の他の都合により据置期間及び償還期限を
短縮し，又は繰上償還若しくは低利に借換
えすることができる。

　　3.0％以内
　ただし，利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て，利率の見直し
を行った後におい
ては，当該見直し
後の利率

普通貸借
又は

証券発行

利率 償還の方法

　公共下水道整備事業

       第２項

限　　度　　額

浄化センターストックマネジメント改築
更新委託

令和5年度 300,000

３８,１４６

       第３項 基 金 積 立 金 ４７

４８１,０７９

５０４,７５９

他 会 計 出 資 金



　（一時借入金）

第７条　一時借入金の借入れの最高限度額は，４００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(１) 営業費用，営業外費用，特別損失の各項に係る経費

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額

　に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(１) 職員給与費　 ５１,２２９ 千円

(２) 賞与等引当金繰入額 ４,２５０ 千円

　（他会計からの補助金）

第１０条　下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，２４６，３３０千円である。

　

　　　令和４年２月２４日提出

　  　 鹿嶋市長　錦　織　孝　一　　　
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鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 予 算

令 和 ４ 年 度





議案第１０号

　（総則）

第１条　　令和４年度鹿嶋市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。　

 (１) ２２,０００ 戸
 (２) ６,０００,０００ ｍ3

 (３) １６,４３８ ｍ3

 (４)
イ １２３,９０８ 千円
ロ ７６,０００ 千円

ハ ９８０,１２１ 千円

ニ ３０,０００ 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

収　入　第１款 １,８３３,６２７ 千円

第１項 １,７１７,９３５ 千円

第２項 １１５,６９２ 千円

支　出　第１款 １,７０３,４８５ 千円

第１項 １,６３８,９４５ 千円

第２項 ５９,５４０ 千円

第３項 ５,０００ 千円

配 水 施 設 拡 張 費

用 地 費

配 水 場 建 設 費

老 朽 管 更 新 費

水 道 事 業 収 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

水 道 事 業 費 用

営 業 費 用

営 業 外 費 用

　　　令和４年度鹿嶋市水道事業会計予算

予 備 費

主 要 な 建 設 改 良 工 事

一 日 平 均 給 水 量

年 間 総 給 水 量

給 水 戸 数
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　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３９２，３５８千円

  は，消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度及び当年度分損益勘定留保資金にて補てんする。）。

  
収　入　第１款 資 本 的 収 入 １,０５９,８６４ 千円

　 企 業 債 ７８０,０００ 千円

       出 資 金 ２９,８３３ 千円

       補 助 金 ２４４,０００ 千円

　        負 担 金 ６,０３１ 千円

支　出　第１款 資 本 的 支 出 １,４５２,２２２ 千円

　        建 設 改 良 費 １,２１２,０５２ 千円

　        企 業 債 償 還 金 ２３８,１７０ 千円

       国 庫 補 助 金 返 還 金 ２,０００ 千円

　（企業債） 　

第５条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。　

７８０，０００千円
普通貸借
又は

証券発行

政府資金については，その融資
条件により，銀行その他の場合
には，その債権者と協定するも
のによる。ただし，企業財政そ
の他の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し，又は繰上償
還若しくは低利に借換えするこ
とができる。

起債の目的 利　　率起債の方法 償還の方法

    年利3.0％以内
　ただし，利率見直し
方式で借り入れる資金
について，利率の見直
しを行った後について
は，当該見直し後の利
率

限 度 額

配水施設整備事業及び老
朽管更新事業

第１項

第２項

第３項

第４項

第１項

第２項

第３項



　（一時借入金）

第６条　一時借入金の借入れの最高限度額は，１００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(１)収益的支出における各項間の流用

(２)資本的支出における各項間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に

　流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(１)職 員 給 与 費　 ４７,３３３ 千円

(２)交　　際　　費　 １００ 千円

(３)賞与等引当金繰入額 ３,８２７ 千円

　（他会計からの補助金）

第９条　児童手当に要する経費として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，７５０千円である。

　（たな卸資産購入限度額）

第１０条　たな卸資産の購入限度額は，１４，０００千円と定める。

　

　　　令和４年２月２４日提出

鹿嶋市長　錦　織　孝　一　　　
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